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通用開始時点で有効な通学定期券購入兼用証明書

※通学証明書の有効期間は発行日から１か月間です。

通用開始時点で有効な通学証明書（提出するタイプ）
パターン①

【アップロードいただく証明書類】通学定期券の場合

パターン②

通学定期乗車券発行控学生証

（学生証と通学定期乗車券発行控が分離式）

※進級時に継続でご購入される場合は、下記証明書等（パターン①～③）の他に、現在お持ちの通学定期券の画像も必要です。

※進級時の通学定期券をご購入される際に、通用開始時点で有効な通学証明書が発行されていない場合は、
パターン④をご参照ください。

※進級時の通学定期券をご購入される際に、通用開始時点で有効な通学定期乗車券購入兼用証明書が発行されていない場合は、
パターン③・パターン④をご参照ください。



通用開始時点で有効な学生証と旧通学定期券（京阪電車で購入した通学定期券・通学区間の変更がない）
・新年度に初めて通学定期券を継続購入される場合
・通用期限が翌年度の４月30日を越える定期券を購入される場合
（※通学定期券券面に「卒業予定年月」の印字があり、その期間内の場合は予約の必要はありません。）

パターン④

お手持ちの通学定期券の券面に「卒業予定年月」が印字されていて、現在その期間内である場合は予約の必要はありません。

前回ご購入いただいた旧通学定期券をお持ちでない場合は、新規に通学定期券をご購入される場合と同様の証明書が必要に
なります。
証明書類は、有効期間の記載が必要です。記載のない場合、その証明書の有効期限は発行日を含む年度内（記載されている
学年の年度末まで）に限ります。
４月中に限り、有効期間が旧年度末までの「通学定期乗車券購入兼用証明書」でも、学校で有効期間を訂正した場合はご購
入いただけます。（訂正方法はこちら）
なお、有効期間または卒業予定年月日の記載があり、その期間内の場合は、学校での有効期間の訂正は不要です。
新入生が 3月中に購入される場合は、入学する学校が発行した４月１日以降有効の通学証明書が必要です。
新中学生の方は 3月中に ICOCA定期券（大人）を発行できないため、４月１日以降の購入となります。

ご注意

同一年度内に京阪電車で購入された通学定期券（通用期間終了後から 2か月以内の通学定期券）をお持ちの場合（通学区間の変
更がない）で、通用期間が翌年度の 4月 30日を超えない場合は予約の必要はありません。

DUMMY

○○　　 ３　　31
○○年　 4 月 ○○日まで有効

代表者
職印

有効期間が旧年度末までの通学定期券購入兼用証明書で在籍学校により有効期間を延長されたもの
　（※有効期間の延長は学年の終期（3/31）から１か月を限度とする）

パターン③

新たに購入される通学定期券の区間が、現在お持ちの京阪電車で購入された通学定期券（通用期間終了後から2か月以内の通学
定期券）の区間と異なる場合は、新たな通学区間が記載された通学証明書または通学定期乗車券購入兼用証明書が必要です。
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○○　　 ３　　31
○○年　 4 月 ○○日まで有効

代表者
職印

通学定期券購入兼用証明書の有効期間の延長について（パターン③・訂正方法）

有効期間にまっ線２条を引き赤書きで「○○年４月○○日まで有効」と記入の上、学校の印（代表者職印）が押印されたもの。
（※有効期間の延長は学年の終期（3/31）から１か月を限度とする）

進級生が 4月 1日以降に通用開始日となる通学定期券（新規・継続）を購入する場合で、新年度の証明書の発行が間に合わない場合、
指定学校の代表者は証明書に記載されている有効期間（3月 31日）から 1か月を限度に有効期間を延長することができます。
証明書に記載されている有効期間にまっ線２条を引き、新たな有効期間を赤書きで記入し代表者職印を押印している場合、
延長期間内は有効となります。




